
学士課程の教育研究実施組織（基幹教員数）　（2025年5月1日現在）

文学部 英米文学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

文学部 フランス文学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

文学部 日本文学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

7 4

0 0

9 3 12 ― ―

0 0 0 ― ―

9 3

29 ― ―

―

学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授

0 0 0

12 6

23 6

23 6

准教授 計 基準数
うち教授数

29

―

― ―

0 0 0

0 0 0

― ―

29 ―

0 0 0 ― ―

23 6

7 6 13 7 4

7 6 13

7 6 13 ―

0 0 0 ― ―

― ―

―

― ―

0 0 0

0 0 0

―

― ―

― ―

12 ― ―

9 3 12

0

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

―

9 人

―

6 人

―

6 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

文学部 史学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

文学部 比較芸術学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

教育人間科学部 教育学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

教育人間科学部 心理学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

14 ― ―

―

― ―

― ―

0 0 ―

―

8 人

0 0 ― ―

0 0 ― ―

0 0 ― ―

0 ― ―

9 5 ―

9 5

14 ―

8 66 2

2 8 ― ―

6 2

― ―

― ―

― ―

― ―

0

0 0

4 22 ― ―

―

9

0 0

5

0 ― ―

0 0 ― ―

0

0

0 0 0

0 0 0

―

9 人

0

18

―

18 4

9 5

0 0 0

0 0

―

6

―

0 0 0

6

3

8

―

18

14 7 4

9 5 14

4 22 12

0

14 10 5

9 5 14

0

22 ―

―

5 人

―

6 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

経済学部 経済学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

経済学部 現代経済デザイン学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

法学部 法学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

法学部 ヒューマンライツ学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人0 0 0 ― ―

5 12 ― ―

0 0 0 ― ―

7 5 12

7 5 12 ― ―

0 0 0 ― ―

7

10 5 ―

0 0 0 ― ―

6 31 ― ―

0 0 0 ― ―

24 6 30 ― ―

1 0 1 ― ―

25

25 6 31 19 10

0 0 0 ― ―

13

13 3 16 10 5

0 0 0 ― ―

3 16 ― ―

0 0 0 ― ―

― ―

0 0 0 ― ―

13 3 16 ― ―

20 4 24 ― ―

3 0 3 ― ―

23

18 9

0 0 0 ― ―

23 4 27

4 27

―

14 人

―

8 人

―

15 人

8 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

経営学部 経営学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

経営学部 マーケティング学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

国際政治経済学部 国際政治学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

国際政治経済学部 国際経済学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

11 2 13 ― ―

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

11

0 0 0 ― ―

11 2 13 14 7

2 13 ― ―

7 6 13 ― ―

0 0 0 ― ―

7

7 6 13 14 7

6 13 ― ―

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

19 1 20 ― ―

0 0 0 ― ―

19

19 1 20 11 6 ―

9 人

0 0 0 ― ―

3 25 ― ―

0 0 0 ― ―

1 20 ― ―

22 3 25

22 3 25 ― ―

0 0 0 ― ―

22

17 9 ―

13 人

―

11 人

―

11 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

総合文化政策学部 総合文化政策学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 物理・数理学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

※物理・数理学科募集停止

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 物理科学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

0 1 1 ― ―

12

0 0 0 ― ―

4 16

―

5

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

12 3 15 ― ―

12 4 16 9 5

― ―

0 0 0 ― ―

5 0 5 ※ ※

0

0 0 0 ― ―

6 21 ― ―

0 0 0 ― ―

5 0 5 ― ―

5 ― ―

0 0 0 ―

15 6 21 ― ―

0 0 0 ― ―

15

6 21 16 8

― ―

0 0 0 ― ―

15

9

0 0 0 ― ―

5 14

9 5 14 ― ―

9 5 14 14 7

0 0 0 ― ―

―

12 人

11 人

―

―

※ 人

―

7 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

理工学部 数理サイエンス学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 化学・生命科学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 電気電子工学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 機械創造工学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

7 2 9 ― ―

0 0 0 ― ―

7

7 2 9 9 5

2 9 ― ―

8

10 5

0 0 0 ― ―

3 11 ― ―

0 0 0 ― ―

8 3 11

8 3 11 ― ―

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

1 13 ― ―

0 0 0 ― ―

12 1 13 ― ―

0 0 0 ― ―

12

― ―

5

8 4

0 0 0 ― ―

3 8 ― ―

0 0 0 ― ―

5 3 8

5 3 8 ― ―

0 0 0

―

7 人

12 1 13 10 5

―

6 人

―

8 人

―

8 人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

理工学部 経営システム工学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

理工学部 情報テクノロジー学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

社会情報学部 社会情報学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

地球社会共生学部 地球社会共生学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人0 0 0 ― ―

4 20 ― ―

0 0 0 ― ―

16

16 4 20 ― ―

0 0 0 ― ―

16

4 20 14 7

11

1 9 ― ―

0 0 0 ― ―

8

8 1 9 9 5

0 0 0 ― ―

8 1 9 ― ―

0 0 0 ― ―

0 0 0 ― ―

7

9 5

0 0 0 ― ―

2 9 ― ―

0 0 0 ― ―

2 9 ―

7 2 9 ― ―

7

― ―

20 6 26 ― ―

0 0 0 ― ―

―

7 人

20

0 0 0 ― ―

7 人

6 26 ― ―

0 0 0

20 6 26 18 9 ―

14 人

―

人



学部・学科等の名称

基　　幹　　教　　員

備　　　　　　　考
教授 准教授 計 基準数

うち教授数

大学設置基準別表
第一イに定める基
幹教員数の四分の

三の数

コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 計（ａ～ｄ）
人 人 人 人 人

ａ． 人 人 人

ｂ． 人 人 人

小計（ａ～ｂ） 人 人 人

ｃ． 人 人 人

ｄ． 人 人 人

人 人

人 人 人 人 人

［注］

５　同一の非常勤講師が複数の学科を担当する場合は、それぞれ記入してください。（重複可,そのため実数とは異なります）

0 0 0 ― ―

13 34 ― ―

0 0 0 ― ―

―

21 13 34 ― ―

0 0 0 ― ―

10 人21

13 721 13 34

（大学全体の収容定員に応じた教員数）
― ―

計
353 111 464

― 141 71

454 233

１　学部・学科、大学院研究科・専攻、別科・専攻科、研究所等ごとに記載してください（通信教育課程を含む）。
２　基幹教員の数値は下記区分に基づき記載してください。

　ａ．専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、主要授業科目を担当するもの

　ｂ．専ら当該学部等の教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａに該当する者を除く）

　ｃ．専ら当該大学の教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａ又はｂに該当する者を除く）

　ｄ．専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者又は当該大学の教育研究に従事し、かつ専ら当該大学の複数の学部等で

　　　教育研究に従事する者であって、年間８単位以上の授業科目を担当するもの（ａ、ｂ又はcに該当する者を除く）

３　基幹教員数の記入に際しては、休職、サバティカル制度等により一時的に大学を離れている場合は基幹教員に算入しないで
ください。

　　また、大学設置基準第９条における「授業を担当しない教員」についても含めないでください。

４　基幹教員、研究指導教員及び研究指導補助教員の基準数については、それぞれ以下に定める教員数を記載してください。

 ・大学設置基準第10条別表第一及び別表第二（備考に規定する事項を含む。)

 ・大学通信教育設置基準第８条別表第一（備考に規定する事項を含む。)

 ・大学院設置基準第９条の規定に基づく「大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件」（平成11年文部省
告示第175号）

　 別表第一、別表第二及び別表第三（備考に規定する事項を含む。)

 ・「専門職大学院に関し必要な事項について定める件」（平成15年文部科学省告示第53号）第１条及び第２条

―

―


